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多摩川水系

■多摩川は、笠取山（標高1,953m）に源を発し東京都の西部から南部を流下し東京湾に注ぐ一級河川です。
首都圏における社会、経済、文化等の基盤をなすとともに、都市地域における貴重なﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・自然空間を有しています。

■また、一級河川の中では、勾配が比較的急な河川であり、中流部は約1/200～1/800の河床勾配で、洪水による、
みお筋の変化、河岸洗掘が著しい特性を有しています。

１．多摩川流域の概要

流域の市街化率の変遷

約5％

約20％

市街化率

約30％平成21年度

位置図

散策風景

河川利用状況（世田谷区兵庫島付近）

公園利用風景

出典：「Ｈ２２．３河川現況調査」

<流域の諸元>
◆流域面積

多摩川：1,240km2 浅川：156km2

◆幹線流路延長

多摩川：138km 浅川：30km

■流域内人口
約380万人
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明治40年8月 台風により約20箇所堤防決壊

明治43年8月 台風によりほぼ全川にわたって堤防決壊

大正 3年 住民による陳情運動が発生（アミガサ事件）

大正 7年 多摩川改修計画の策定（多摩川改修工事に着手）

昭和22年9月 カスリーン台風により被災

昭和39年 新河川法制定

昭和41年3月 多摩川一級河川に指定

6月 多摩川水系工事実施基本計画の策定

昭和49年9月 台風16号により堤防決壊（戦後最大規模：多摩川）

昭和50年4月 多摩川水系工事実施基本計画の改定

昭和57年9月 台風18号により床上・床下浸水（戦後最大規模：浅川）

平成 9年 河川法改正

平成12年12月 多摩川水系河川整備基本方針の策定

平成13年 3月 多摩川水系河川整備計画の策定

■明治40、43年と2度に渡る大洪水を契機に、築堤の要望が高まり、大正3年には住民による陳情運動（アミガサ事件）が起き、大正7年
に内務省直轄事業として多摩川改修工事に着手しました。

■昭和41年には工事実施基本計画を策定し、昭和49年台風16号の洪水を受けて、昭和50年に工事実施基本計画を改定しました。
■平成9年の河川法改正を受け、平成12年12月に多摩川水系河川整備基本方針、平成13年3月に多摩川水系河川整備計画を策定しました。

河川改修の経緯

２．多摩川の改修経緯
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■平成２０年３月 羽田空港跡地利用基本計画の策定
【東京都、大田区、品川区、国土交通省航空局】

■平成２２年１０月 羽田空港跡地まちづくり推進計画の策定
【東京都、大田区、品川区、国土交通省航空局】

■平成２７年７月 羽田空港跡地第１ゾーン整備方針の策定
【大田区】

■平成２７年９月 羽田空港跡地第１ゾーンにおける土地区画整理事業の基本協定締結
【東京都、大田区、国土交通省航空局、独立行政法人都市再生機構】

■平成２８年２月 都市計画の決定又は変更に係る都市計画法の特例認定
国家戦略都市計画建築物等整備事業
【内閣総理大臣（大田区決定）】

■平成２８年１０月 東京都市計画土地区画整理事業羽田空港跡地地区土地区画整理
事業の事業計画等の認可
【独立行政法人都市再生機構】

■平成２８年１０月 羽田空港跡地第1ゾーン整備事業（第1期事業） 整備・運営事業者の募集開始
【大田区】

３．羽田空港跡地に関するこれまでの主な経緯
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※大田区提供資料



※大田区提供資料



東京都市計画土地区画整理事業羽田空港跡地地区
土地区画整理事業（平成28年10月5日）
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高潮堤防整備追加区間

※大田区提供資料に加筆


